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【指針本文】 

３．発注体制の強化等 

各発注者は、発注関係事務を適切に実施するための環境整備として、以下の事項に取

り組む。 

 

３－１ 発注体制の整備等 

（発注者自らの体制の整備） 

各発注者において、自らの発注体制を把握し、体制が十分でないと認められる場合

には発注関係事務を適切に実施することができる体制を整備するとともに、国及び都

道府県等が実施する講習会や研修を職員に受講させるなど国及び都道府県等の協力・

支援も得ながら、発注関係事務を適切に実施することができる職員の育成に積極的に

取り組むよう努める。国及び都道府県は、発注体制の整備が困難な発注者に対する必

要な支援に努める。 
 

【解 説】 

 ○ 自らの発注体制を把握   

自らの発注体制を把握するため、自己評価を行っている取組として、以下の事例がある。 

【中部ブロック発注者協議会における自己評価の取組】 
本自己評価は、各発注者において「公共工事の品質確保の促進に関する法律」等の法令に基

づき実施する事項に加え、更なる品質確保や建設生産システムの向上を図るための取り組み

（自主的努力）を評価するものです。 

 

○中部ブロック発注者協議会の取り組み 
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【建設生産システムの適正化に向けた取組に関する自己評価（中部ブロック発注者協議会）】 

 
出典）「建設生産システムの適正化に向けた取り組みに関する自己評価について（H30 年度実績）」 

（令和元年年 7 月 中部ブロック発注者協議会） 
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また、国土交通省では、一部の地方整備局において、発注者としての自己評価を行っており、以

下の事例がある。 

【自己評価の取組（中部地方整備局）】  

 
出典）「発注関係事務の適切な実施に向けた取り組みに関する自己評価について（H30 年度実績及び R1 年度

実施目標））」（令和元年年 7 月 中部ブロック発注者協議会） 
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 ○ 国及び都道府県の協力・支援   

国及び都道府県の協力・支援の取組として、以下の事例がある。 

【品質確保に向けた支援の実施（北陸地方整備局）】  

 
 
【自治体職員を対象とした実践的な総合評価方式の演習・講習の実施（北陸地方整備局）】  
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【地方整備局及び各県におけるメール、電話による相談窓口の設置（北陸地方整備局）】  

 
出典）「令和年度 北陸ブロック発注者協議会」（令和元年 5 月） 
  

【公共建築相談窓口の設置（国土交通省本省及び地方整備局）】  

 
出典）国土交通省作成資料  
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【指針本文】 

（外部からの支援体制の活用） 

各発注者において発注関係事務を適切に実施することが困難であると認められる場

合には、国及び都道府県による協力や助言等を得ることなどにより、発注関係事務を

適切に実施することができる者の活用に努める。 

また、地方公共団体等において国及び都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の

全部又は一部を行わせることが可能となるよう、国及び都道府県は、公正な立場で継

続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実

施することができる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、発注関

係事務を適切に実施することができる者の選定を支援するとともに、その者の育成・

活用の促進に努める。 
 

【解 説】 
 ○ 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用  １）２） 

発注関係事務を適切に実施することができる者の選定支援を目的とした発注者支援機関を認定

する取組として、以下の事例がある。 

【発注者支援機関の認定制度に関する取組（品質確保に関する推進協議会（中部））】   

  
出典）「国土交通省 中部地方整備局 HP 公共工事の品質確保に関するページ「発注者支援業務等の認定

について」 
 
建築分野では、全国営繕主管課長会議により、公共建築における発注関係事務に係る支援方策

が検討され、「発注者支援業務事例集」「発注者支援業務等業務委託様式事例集」等が取りまとめら

れている。 
国土交通省では、こうした取組を含め、発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた

者の適切な評価等について、さらに検討を進めていくこととしている。 

 
                        
（参考資料） 
１）「発注者支援業務事例集」（平成 19 年３月（最終平成 30 年５月）全国営繕主管課長会議） 
２）「発注者支援業務等業務委託様式事例集」（令和元年６月全国営繕主管課長会議） 


